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は じ め に

放課後の子どもの安全で健やかな活動場所の確保を図るため、厚生労働省所管

の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）と文部科学省所管の放課後子ど

も教室を、原則すべての小学校区で実施する「放課後子どもプラン」が平成１９

年５月より創設され、全国各地で事業が広まっています。

共働き家庭の増加などにより、放課後児童クラブの登録児童数は、毎年増加を

続けており、平成１９年度調査では、登録児童数749,478人・クラブ数16,68

5か所であったのが、平成２０年度調査では、登録児童数794,922人・クラブ

数17,583か所と対前年898か所45,444人の増加となり、このような中、利用

（ ） 、申し込みをしたが何らかの理由で利用できなかった児童 いわゆる待機児童 は

13,096人（対前年933人減）となり解消が求められています。

少子化対策である「 子どもと家族を応援する日本』重点戦略 （平成１９年１『 」

２月少子化社会対策会議決定）を推進するために、厚生労働省は、新待機児童ゼ

ロ作戦（平成２０年２月）を策定し、放課後児童クラブの質の確保と量の拡大を

数値目標として設定しました。１０年後（2017年）に達成される目標として、

放課後児童クラブ（小学１年～３年）の提供の割合を現行の１９％から６０％に

拡充し、希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができる環境づ

くりの実現に向け、着実な推進を目標としています。

、 「 」 、また 平成１９年１０月に策定しました 放課後児童クラブガイドライン は

放課後児童クラブを生活の場としている子どもの健全育成を図る観点から、放課

後児童クラブの質の向上に資することを目的として、クラブの望ましい運営内容を目

指すためのものです。本ガイドラインを参考に、各クラブにおきましては定期的に自

己点検を行うなどにより、更なる質の向上に努めていただきたいと思います。

本事例集は、各自治体におきまして放課後児童クラブの事業運営や環境整備等

において参考となりますよう、各地で独自の取組をされているクラブについてま

とめたものです。ぜひ、ご活用をいただき、放課後児童クラブの充実と発展が図

られますようお願いいたします。

最後に、本事例集の作成に当たりまして、ご協力をいただきました各自治体の

皆様、そして各放課後児童クラブの皆様に深く感謝申し上げます。

平成２１年３月

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 育成環境課長 田 中 誠
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放課後児童クラブ実践事例集
～子どもたちの心豊かな育ちを求めて～

【 事 例 概 要 】

① 東京都文京区・駒本育成室

父母の会が協力し合い、積極的に放課後児童クラブと連携・協力して、子どもたちと一緒

に様々な活動を展開しています。大人同士のつながりを大切にし、子どもたちが活躍できる

場を作り出しています。お父さんたちの活躍も児童クラブの活動を豊かにしている大切な要

素です。父母の会の会議では、児童のいろいろ生活情報についても意見交換をしています。

② 宮崎県都城市・上長飯エンゼル児童クラブ

放課後児童クラブの活動の充実を図るために、クラブの指導員が地域の高齢者や児童委員・主
任児童委員さん、そして、高校生・大学生のボランティアさんに積極的に働きかけ、様々な人た
ちの協力を得て楽しい活動を展開しています。今では、地域に密着した放課後児童クラブとなりまし
た。地域との積極的なかかわりが、児童クラブの充実した活動を支えています。

③ 福岡県北九州市・清水第１・第２児童クラブ
北九州市では、平成２２年度までに市内１３１小学校区の全てに、必要とする児童が登録

できるよう、放課後児童クラブ室の整備を進めています。市の担当職員が、各地区の関係者
と十分な話し合いを重ね、それぞれの地域に合った放課後児童クラブの設置・推進を図ることに
より「放課後児童クラブの拡充・推進」が急ピッチで進んでいます。

④ 宮城県仙台市・岩切児童クラブ

子どもたちに充実した活動の場を提供し、自主性や協調性を育て、積極的に行動のできる
、 。 、子どもの育成をねらいとして 可能な限り児童館事業に参加をさせています 事業に参加し

子どもたちが役割を担うことで、それぞれが成長をしていきます。日頃より、放課後児童ク
ラブの指導員が、児童館事業との連絡調整を図り、その連携を大切にしています。

⑤ 沖縄県那覇市・若狭児童クラブ

、 、 、保育所の卒園児が 小学校に入学し 放課後の居場所に困っている様子を見た園長先生が
子どもたちのことを思い、保育園で預かることにしました。その後、市と相談をしながら隣の小
学校校舎内に放課後児童クラブを開きました。そして、園長先生はコーディネーター役となり、

「 」 。子どもたちが多くの体験活動ができるよう 放課後子ども教室 と積極的に連携を図っています

⑥ 東京都世田谷区・東玉川小新ＢＯＰ

世田谷区では、児童の放課後の遊び場対策として、平成７年度からＢＯＰ（ボップ・Bas
e Of Piaying） 事業を実施してきました。そして、平成１７年度からは、放課後児童クラブ機
能と統合した「新ＢＯＰ」として区内全６４小学校で実施しています。この「新ＢＯＰ」事業に
より、放課後子ども教室と、放課後児童クラブの二つの事業が一体的に実施されています。

⑦ 栃木県宇都宮市・どんぐりクラブ
放課後児童クラブの指導員が、積極的に小学校の先生や保護者、そして地域子ども教室の

指導者などと連携・調整を図ることにより、障害のある子もみんなと一緒に様々な体験活動
に参加しています。二つの事業が同じように実施されていることや、関係する指導員・教師
などが積極的に協力し合うことで、障害児を温かくサポートしています。
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東京都文京区の事例

父母の会組織が一致協力して、充実した活動を計画立案、親子
と放課後児童クラブの指導員等が一体となって子どもたちに楽し
い体験活動等を提供しています。

「駒本育成室」◇ 名 称

東京都文京区男女協働子育て支援部 児童青少年課◇ 設置主体
同 上◇ 運営主体

日現在◇ 登録児童 ４４名（１年生１１人・２年生１９人・３年生１４人） 平成20年1２月1７

文京区立駒本小学校 全校児童 １８４名◇ 最寄小学校

小学校 校舎内２階（７０㎡）◇ 場 所
月曜日～金曜日・下校時から午後６時、土曜日・午前８時４５分子から午後５時◇ 開設時間
学校長期休業時・午前８時４５分から午後６時
日・祝日・年末年始、その他◇ 休 業 日
６名（正規指導員２名・非常勤職員２名・障害児対応非常勤２名）◇ 指 導 員
保育料として ４０００円／月（減額制度あり）おやつ代２０００円／月◇ 負担金等
１１３ー００２３ 東京都文京区向丘２－３７－５◇ 所 在 地 〒

ＴＥＬ０３－３８２７－６１７５ ＦＡＸ０３－３８２７－６１７６

http://www.city.bunkyo.lg.jp/_4771.html◇ 紹 介 等

もともと、駒本小学校の育成室（放課後児童クラブ）は、隣接する本駒込南児童館の中

にありました。４年前、その本駒込南育成室の登録児童が５０人近くなり、分割して駒本

小学校校舎内に第二の育成室として開所しました。本駒込南育成室の保護者の方数名が、

分割に際し、新しい育成室の父母の会の核となり、子どもたちを支え

る大きな応援団として活動が始まりました。親たちが仲良しだと、子ど

もたちも仲良くなれるということで、父母の会が中心となりいろいろな

→行事の企画・運営を実施しています。写真は駒本育成室 親子キャンプ風景の

保護者会が充実、子どもたちの活動を支援している

「 駒 本 育 成 室 」東京都文京区
こ ま も と い く せ い し つ①

特 徴

校 舎 の ２ 階 が 駒 本 育 成 室 で す

概 要

キャンプでは、楽しい仲間が増えます

親子キャンプの様子
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は、父母の会で企画し実施してい駒本育成室のキャンプ

ます。特に、お父さんたちの頑張りは目を見張るものがあ

、 、 、り キャンプファイヤーでは ヒーロー役の衣装で登場し

場を盛り上げてくれました。火を囲んで、大人も子どもも

一緒になって歌やゲームで大笑い、楽しい時間です。事前

には「キャンプ結団式 、終わった後には「反省会」を実」

。 、 。施しています 毎年 こうして親子共々親睦を深めています

も父母の会の計画で進められ、近くの地クリスマス会

域センターを借りての大行事です。ギターの得意なお父さ

んの演奏があったり、歌の得意なお母さんの発表があった

りと楽しいプログラムで構成されています。

は、できる限り子どもたちのしたいことが自由な時間

十分にできるようにしています。子ども

たちと共に行動することで、各自の個性

がよく分かるようになってきます。子ど

もたちの生活の場の確保に努力をしてい

ます。指導員の連携で、どの子が何処で

遊んでいるのか随時把握をし

ながら頑張っています。

年に４～５回開いています 毎月１回・子どもたちの誕生会を実。

出欠票と一緒に、子育ての悩みなどを一言書 施しています。お楽しみは、特別なおやつやビンゴ大会、そ

、 「 」いていただき、当日 「こんな問題があるので して親がつくる お誕生日会メッセージとエピソードクイズ

すが、みなさんのところではどうしています です 問】５歳の時、鼻の中に入れて取れなくなったものは。【

か」というようにして、問題をみんなで共有 何でしょう ① グリンピース②ビーズ③丸めたセロハンテー

しています。育成室での問題ばかりでなく、 プ【答え】③、夜遅くに急患で病院に

各家庭での心配事などもみんなで解決できる良 かかりましたね。こんなやりとりをし

い時間になっています。保護者会は、クラブの た後、親からの心あたたかなメッセー

円滑な運営を支える大切な組織です。 ジカードが手渡されます。

子どもたちが 「ただいま～」と元気な声で帰って、

来て、最初に出すのが連絡

帳。指導員がその日一日の

、様子やコメントを書き込み

入口近くの「各自の連絡帳

袋」へ入れておきます。

毎日、いろいろな楽しい

、おやつを提供できるように

安全な食品を求めて、買い

出しに出かけます。

育成室の毎日欠かせない

。大切な仕事になっています

各自用に小分けするので

はなく、バイキングのよう

に並んで取ってもらうよう

にしています。

おや つは毎 日の買 い出し で準備

お 誕 生 日 会

連 絡 帳 袋

父母の会

母親も父親も、勤務時間が不定期なもの

ですから、当日になって急きょ私が、お迎

えに行くような時があります。６時を過ぎてから「お

ばあちゃんお迎え行って」と頼まれてもなかなか、６

時までに行けない時もありました。

そのような時に、育成室の先生方が、娘を自宅まで

送ってきてくださったこともあり、とても 助けていた

だきました。孫は、育成室が大好きで絶対に休むとは

言わないんです。大好きな工作や外遊びをたくさんさ

せていただいているからでしょう。

保護者の声・おばあちゃんから

活動内容・特色

駒本育成室キャンプ

自由遊びの時間は、育成室内の他に校庭・

体育館など自由に使えるようになっています。学校の先

生方とも連絡を密にして、施設の使い方を上手に調整を

しています。指導員も外と中の担当を一週間毎に交代し

て、それぞれに責任をもちます。中担当の時は、連絡帳

、 、や各個人の退室時刻や健康管理を中心に 外担当の時は

とにかく子どもと遊び、個々の様子をよく見ています。

指 導員 の 役割 分担 「 静と 動 」

連 絡 帳 袋

本 日 の お や つ

手 作 り 誕 生 カ ー ド

クリスマス会

好きな遊びを十分にさせてあげる時間・指導員とのふれあいも多い 校庭でとった虫は育成室で飼う
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宮崎県都城市の事例

地域の高齢者や児童委員・主任児童委員、そして高校生・大学生のボ

ランティアと共に様々な活動を実施することにより、人とのかかわりを
大切にした子どもたちの「心豊かな人間性」を育んでいます。

上長飯エンゼル児童クラブ◇ 名 称

社会福祉法人エンゼル会◇ 設置主体
社会福祉法人エンゼル会◇ 運営主体

（１年生４５人・２年生３０人・３年生１０人・４年生４名・５年生２人）◇ 登録児童 ９１名
日現在 ※次年度分割予定平成20年1２月1

宮崎県都城市立上長飯小学校 全校児童 ７３１名◇ 最寄小学校

上長飯小学校より徒歩２分・上長飯エンゼル児童館内（342.76㎡）◇ 場 所
月曜日～金曜日・午後１時から午後６時３０分、土曜日及び学校休業日・午前７◇ 開設時間
時３０分から午後６時３０分
日・祝日・お盆（８／１３～８／１５ ・年末年始（12/29 ～ 1/3）◇ 休 業 日 ）
７名◇ 指 導 員
保育料として ５,５００円／月（おやつ代を含む）◇ 負担金等
８８５-0０４２ 宮崎県都城市上長飯町８１－１１－１◇ 所 在 地 〒
ＴＥＬ・ ＦＡＸ ０９８６－２６－９５８７

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/jidou/jifuku/asobi.html◇ 紹 介 等

上長飯小学校に通う、１年生保護者から「放課後の子どもたちの居

場所が必要」という声がたくさんあり、平成10年に上長飯保育園の隣接地に小規模の建物を

建て、自主運営で放課後児童クラブをすすめてきました。そして、平成１４年に、児童福祉

施設併設型民間児童館を建設することになった際に、併せてその児童館の中に、放課後児童

クラブを作ろうということになり 「上長飯エンゼル児童クラブ」は誕生しました。クラブで、

は、地域の大人や高校生・大学生ボランティアとの交流を大切にして、様々な行事を実施して

います。そこで子どもたちは、たくさんの人と接しながら人間性豊かに元気に育っています。

学生ボランティアや地域の人々との連携が充実している

「上長飯エンゼル児童クラブ」宮崎県都城市
か み な が え②

特 徴

概 要

梅干しづくりの様子

上長飯エンゼル児童館の中に児童クラブがあります
大学生ボランティアとの交流
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指導員が地元の大学や高校と連絡を取り、児童クラブの事業（児童館事業とも重なる場

合もある）に積極的に取り入れ 「自分たちの先輩」と共に過ごさせることで、子どもたち、

の連帯感や思いやり、協調性などを育んでいます。

地元の高校生・大学生 児童館のおまつり

がボランティアとして、 「エンゼルフェスタ」

恒例行事に参加してくれ には、高校生や大学生

ます 「クリスマスパー のボランティアさんが。

ティーをしよう」では、クリスマスケーキ作りから 大勢参加してくれま

始まります。パウンドケーキを切ったり、いちごを す。身近なゲーム遊びから、ペットボトルボーリ

のせたり。お兄ちゃんお姉ちゃんができたようで和 ングなど、手作りの遊具で一緒に遊んでくれるの

気あいあいと楽しい時間の中で活動が進みます。高 で、子どもたちは、とても楽しみにしています。

校生と大学生もいつのまにか仲良くなり、受験の話 スタンプラリー・ミニゲームなど多彩なプログ

、 。や大学の生活についての話が弾み、とてもいい関係 ラムでいつも 子どもたちを楽しませてくれます

、 、づくりもできました。子どもたちの活動は、大人が 大学生は １時間もかけて遠くから来てくれますが

リードするよりも、こうしたボランティアのお兄さ 子どもたちとのやりとりも年々上手になり、指導者と

んたちの方が 上手に雰囲気づくりができるようです して十分役割を果たしていただいています。、 。

エンゼル児童館敷地内で、たくさん梅がとれま

す。たまたま来ていた地域のおじさんが、梅干

しの作り方を教えてくださることになり、それ

以来 毎年来てくださり地域の人たちと「梅ぼしづ、

くり」を実施しています。できた梅干しは、自分で

おにぎりを作って一緒に食べます。収穫の喜び、作

る楽しさいっぱいの「梅干し交流」が広がっています。

地域の児童委員・主任児童委員のみ

なさんが、地域の方々に声をかけてい

くださり、年に一度、児童館・児童ク

ラブでもちつきをします。杵のつき方

など、丁寧に指導してくださいます。

地域の恒例行事になりました。

エンゼル児童クラブでは、子どもたちが「地域で育

てられていることに感謝をする」という意味で、年に ボランティアに来てくださる高校の先生が、ある日

一度 地域の大そうじに出かけます 近くの神社では 尋ねてきました 「少し元気がなく、気になる生徒がい、 。 、 。

境内などを掃いていると神社を開けてくださり、子ど るのですが」とのこと。児童クラブでの行事の手伝いを

もたちにいろいろな話をしてくださいます その度に 何回かしていただいていたある日「学校で笑顔が見られる。 、

地域の人とも顔見知りになり、交流も広がってきまし ようになりました」と連絡がありました。子どもとの活動

た。地域の人みんなに育てていただいています。 は、自己実現や自信につながるものだと思いました。

クリスマスパーティーしよう エンゼルフェスタ・ゲーム

梅 干 し づ く り

ボ ラ ン テ ィ ア デ ー も ち つ き

ボ ラ ン テ ィ ア の 変 容

活動内容・特色

ケーキづくり
みんなでゲーム

梅 干 し の 天 日 干 し

おにぎり作り

神社境内の清掃
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福岡県北九州市の事例

北九州市では、希望するすべての児童（１年～６年）が登録で
きる「放課後児童クラブの拡充」を平成２０年度から２２年度ま
での３か年間で、市内１３１全小学校区に整備するため、放課後
児童クラブの分割・新設を急ピッチですすめています。

（平成２１年１月１日現在）北九州市の放課後児童クラブの現状

保育所で実施 ９ 幼稚園で実施 ６ 小学校専用施設 ４６ 小学校余裕教室 １３

小学校合築施設 ２ 専用施設 ５ 民間借家 ２ 公民館・集会所 ２

市民センター ４ 児童館 ３２ その他 ７ 合 計 12８

現在、上記のように１２８か所で放課後児童クラブを実施しています。平成１８年２月に

。新市長になりました北橋健治のマニュフェスト に基づくものです「 」放課後児童対策の拡充

放課後児童対策の拡充★

放課後児童対策をすべての子どもたちを対象とする放課後の居場所づくりに向けて、全児

童を対策とした放課後児童クラブに拡充します。放課後児童クラブを必要とする児童の多い

ところでは、同一校区内の複数設置を行い充実させます。この施策のもと、平成２０年度か

ら３か年で、必要なすべての児童を対象とした放課後児童クラブの改修・新設が現在も急ピ

ッチで取り組んでおり、担当する「北九州市子ども家庭局子ども家庭部子育て支援課子ども

支援係」では、７人体制で市内１３１小学校の全児童に希望を募り、その必要数を満たすべ

き児童クラブ室の整備を実施しています。１年生から６年生までを対象児童としており、４

年生以上の子どもたちについては、発達課題等にも違いがあることや、その指導法なども現

在の児童指導員では対応しきれないことも懸念されることから、研修の中に「高学年児童へ

の対応」という内容も盛り込んで、今後充実させていく予定です。 各学校・地域で児童ク

ラブの運営もかなり違いがあることから、一つ一つの学校に合った設計を、学校長・自治会

長・民生委員さん・ＰＴAさんたちとよく話し合いを重ね作ってきました。従って、新設の

児童クラブは、各学校・地域でそれぞれ設計も、建つ場所も違っています。
参考・本事業総予算1,217,524千円・運営費（児童館内クラブは除く）432,519千円・建設費785,005千円

児童クラブの分割・新設を整備・推進している

福岡県北九州市の放課後児童クラブ施策
③

特 徴

新 設 し た 第 ２ 清 水 児 童 ク ラ ブ 現在建設中の２階建て第１第２日明クラブ

概 要
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平成２０年度 ２１か所

平成２１年度 ３５か所

平成２２年度 ３３か所

合計８９か所（３年間の施設整備数）

平成２３年４月～市内１３１小学校区 １９０クラブで

実施（新設８クラブを含む）の予定です。

清水学童クラブ◇ 名 称
福岡県北九州市子ども家庭局◇ 設置主体
子ども家庭部子育て支援課
清水児童クラブ運営委員会◇ 運営主体

（１年４６人・２年３６人・３年２０人・４年１８人・５年８人・６年２人）◇ 登録児童 １３０名
（１年２７人・２年２２人・３年１０人・４年０人・５年８人・６年２人）計６９人第１クラブ
（１年１９ 人・２年１４人・３年１０人・４年１８人）計６１人第２クラブ

日現在※平成２０年７月に分割実施 人数は平成2１年1月１９

（平成２０年５月１日現在）◇ 最寄小学校 北九州市立清水小学校 全校児童 ５８０名
小学校校庭西側正門近く（第１－６２㎡ 第２－５５㎡ 共用２４㎡）◇ 場 所
月曜日～金曜日・終業から午後６時（１０月～３月の冬期間は午後５時 、土曜◇ 開設時間 ）

（ ） （ ）日・午前８時半から午後６時 冬５時 延長あり・午後６時４５分まで 迎え必要
学校長期休業時 午前８時半から午後６時（冬５時） ４月１年生は１０時から
日・祝日・その他◇ 休 業 日
11名（正規指導員５名・パート指導員６名）◇ 指 導 員
保育料として ７０００円／月 （同一世帯の２人目から6.000円／月） おやつ代を含む◇ 負担金等
８０３－８５０１ 北九州市小倉北区清水２ー１３－２◇ 所 在 地 〒

ＴＥＬ・ ＦＡＸ ０９３－５７１－８０７０

http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=8667◇ 紹 介

『清水第１・第２児童クラブ』
き よ み ず

第 １ ク ラ ブ

第 ２ ク ラ ブ

クラブの概要・内容

ク ラ ブ 室 の 様 子
「ただいま～」って帰って来た子どもたちが、まず

体を休めて落ち着けるように、部屋の中は、いつも整

理されています。フロアーの半分が畳になっているの

で、寝ころんで休んだりもできます。壁面は、情緒の

安定が図られるように掲示物が精選されています。

児童クラブ施設整備数

建設中の２階建て児童クラブ

部屋の中は、いつも整然とシンプルに

分割された結果、クラブの子どもたちの様子も変わり

ました。１００人近くなった時には、室内の子どもたち

には、イライラしたりする様子が見られたこともありま

したが、現在はそういったこともなく、指導員といろい

分割は平成２０年７月ろな話がゆっくりできるようになりました。※

分割された清水第２児童クラブ
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宮城県仙台市の事例

岩切児童館の中にある「岩切児童クラブ」は、放課後児童クラ
ブの行事はもとより、児童館行事にも積極的に参加をして、活動
量も内容も豊富で子どもたちの豊かな人間性を育んでいます。

岩切児童クラブ◇ 名 称

宮城県仙台市子供未来局子育て支援部子供施設課◇ 設置主体
ＮＰＯみやぎ・せんだい・子どもの丘◇ 運営主体

日現在◇ 登録児童 第１・５８名（１年生２４人・２年生１８人・３年生１６人） 平成21年2月9

※今後、分割を検討第２・９７名（１年生４１人・２年生３１人・３年生２５人）

仙台市立岩切小学校 全校児童 ９２２名◇ 最寄小学校

小学校南西隣接・第１（３６㎡ 、行政サービスセンター２階・第２（２３畳）◇ 場 所 ）
月曜日～金曜日・午後１時から午後６時、土曜日・午前８時 から午後５時◇ 開設時間
学校長期休業時 午前８時半から午後６時
日・祝日・その他◇ 休 業 日
７名（児童館長を含む）◇ 指 導 員
おやつ代として ２２００円／月 保険料 ３６００円／年間◇ 負担金等

983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切今市東９１－１・ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２２－３９６－８７０１◇ 所 在 地 〒
http://www.npo-kodomo.ecnet. jp/◇ 紹 介 等

岩切児童クラブは、仙台市より指定管理者として委託を受けた「ＮＰＯみやぎ・せんだ

い・子どもの丘」が運営をしている岩切児童館の中にあります 「ＮＰＯみやぎ・せんだい。

・子どもの丘」は、宮城県中央児童館が老朽化・耐震化等の問題で廃止となった際に、当

時中央児童館でボランティアサークルスタッフで頑張っていた人や元中央児童館職員など

が集まり「宮城県の児童健全育成事業・児童文化を大切にしていきたい」という熱意のも

と結成された団体です。岩切児童クラブは、子どもや保護者を支え、そして共に育ってい

こうという考えのもとに、いろいろな活動を準備し、多くの保護者や地域の人たちの協力

を得ながら年間を通していろいろな行事を計画しています。

児童館事業と密着して、活動内容豊富な

「岩切児童クラブ」宮城県仙台市
い わ き り④

特 徴

完全バリアフリー化された児童館の中にあります

概 要

いろいろな案内を分かりやすく掲示しています

クラブ室内はたたみ敷きでのびのびです
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を設立し、単に運営委員会のような会議だ☆「親の会」

けを開くということではなく、子どもたちと一緒に準

備や活動をしながら会をまとめていくということを大

切にしています。万が一指定管理者の責任が外れた時

に、子どもたちを困らせることのないように、しっか

りと親の組織が育っていてほしいという願いがあります。

☆たくさんの行事を通して、子どもたちの社会性・自主

、 、性・協調性を育てていますが 大切にしていることは

なんでも子どもと指導員と保護者が一緒になってやる

というところです 「大人が設定したところで楽しま。

せる」ということではなく 「全部一緒にやって共に、

楽しむ」ということを大切にしています。

☆友だちと上手にかかわれない子もいます。どの指導員

も特定したかかわりをつくるのではなく、みんなで日

々上手にかかわれるよう努力を続けています。

児童クラブ室入口には、みんなを元気に迎えてくれる

巨大な「手作りオブジェ」がドーンと飾ってあります。

また、いろいろな活動で使った子どもたちの作品など

も掲示しています。すべて、子どもたちとスタッフの手

づくりです。これらのものは、いつもみんなを温かく見

守ってくれているような感じにさせてくれます。美術館

、 。の展示物のように見えますか 岩切児童クラブで自慢です

児童クラブのおやつは、買い出しから仕分けま

、 。で スタッフと親の会の協力で準備をしています

月の予算内でやりくりをするので、いろいろな

所へ出向いたり、まとめて買って安くしたりと

工夫をしています。写真はパ

ーティーバージョンの特別

盛り合わせの例です。

岩切児童クラブでは

行事予定・利用者の手

引き・クラブたよりな

ど、利用する子どもや

親たちによく理解して

いただけるように、いろいろな形で情報を提供し

ています。また、行事の詳細や様子については、

ホームページやブログなどでもみなさんにお伝え

し、楽しんでいただけるよう努力をしています。

情 報 提供 には 多 彩な ア イデ アで

創造力を育む壁面構成

お やつの工 夫

紹 介コーナー
○岩切児童クラブの４年生以上で、家の人の承認を得た

子は 「放課後ＯＢ」として、下級生の面倒・手伝い、

に頑張ってもらっています。行事の時は、大きな協力

者になっています。みんな、責任感が強く、熱心に活動

に参加し、いろいろと協力をしていただいています。
、 。○行事盛りだくさんですが ちょっと紹介をいたします

◆春のコンサート◆おてんとさんまつり◆七夕をあそ
ぼう◆サタデーナイトフィーバー◆ハロウィンまつり
◆人形の森◆お正月遊び◆こどものまち店長デビュー
◆歌合戦 中高生のボランティアの協力や、近隣
の大学サークルの支援、そして「親の会」など様々な
人たちの応援をいただき、行事を支えていただいています。

活動内容・特色

安心・安全なおやつを心がけています。

子どもたちと共に楽しむ。指

導員の表情も豊かであると子ど

もたちも楽しくなる。

いろいろな特技をみんな持っ

、 、ていますが 今日はハロウィン

なりきって頑張っています。こ

こでは、先生とは呼んではいま

。せん みんなニックネームです、

放 課後児 童指導 員

指導員も全員変装中
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沖縄県那覇市の事例

校舎内の２つ場所で実施している「放課後児童クラブ」と「放
課後子ども教室」では、コーディネーターが中心となり、両事業

。の連携・調整を密にして子どもたちに楽しい活動を提供しています

若狭児童クラブ◇ 名 称

沖縄県那覇市こどもみらい部子育て応援課◇ 設置主体
若狭児童クラブ運営委員会◇ 運営主体

（幼稚園１人・１年生２１人・２年生４人・３年生６人・５年生１人）◇ 登録児童 ３３名
日現在平成2１年１月２２

那覇市立若狭小学校 全校児童 ４２３名◇ 最寄小学校

小学校校舎Ｃ棟１階（６０．７５㎡）◇ 場 所
月曜日～金曜日・授業終了後から午後７時、土曜日・午前８時から午後５時◇ 開設時間
学校長期休業時 午前８時から午後７時
日・祝日・その他◇ 休 業 日
３名（正指導員２名・パート１名）◇ 指 導 員
保育料として月額・幼稚園生15.500円 １年生13,500円・２年生11,500円◇ 負担金等 ･

３年生8,500円・４年生7,500円・５・６年生6,500円 ※入所料５,０００円
９００-0０３１ 沖縄県那覇市若狭２－１６－１◇ 所 在 地 〒

ＴＥＬ ０９８－８６４－１４７９ ＦＡＸ ０９８－８６８－５８４６

http://www.city.naha.okinawa.jp/kurasi/joho/fukusiKateiJidouclub.html◇ 紹 介 等

若狭児童クラブのはじまりは、若狭小学校近隣にある保育園の園長先生が、

「卒園した子どもたちが、放課後の居場所なく困っている 」という話を聞き、しばらく保育園で預かっ。

ていました。その後、児童数があっという間に増え、保育園では場所の確保が難しくなり、近くに家を

借りて放課後児童クラブを始めました。家賃コストがかかり苦しいやりくりから、市役所に「なんとか

子どもたちの放課後の場所を学校の校舎内にできないか」と相談し、平成１９年７月、若狭小学校の西

校舎１階に「若狭児童クラブ」が誕生しました。今、園長先生は、コーディネーターとして若狭小ふれ

あい教室（放課後子ども教室）と若狭児童クラブを上手につなぎ、楽しい活動や行事を計画しています。

放課後子ども教室と連携実施している

「若狭児童クラブ」沖縄県那覇市
わ か さ⑤

特 徴

 

若狭児童クラブの入口は校舎１階にありま

概 要

。正門近くの校舎の１階に放課後子ども教あります

おやつを食べながら話し合い

若狭児童クラブ
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若狭小学校見取図
那覇港

若狭海浜公園

校庭

正門

【 若狭児童クラブの指導員の話 】

子どもたちは、学校が終わって帰ってくると、時にイライ

ラしていたりすることがあります。そのような時は、そっと

離れて見ていて、好きなことを始めるまでいろいろと指示し

たりすることはしないようにしています。だんだん落ち着い

て来ると、子どもの方から遊びを求めてくるので、相手にな校舎

ってあげるようにしています。なるべく、指示命令みたいな若狭小学校

ことはしないよう「自発的な遊び」を大切にしています。

おやつは、隣の保育園に依頼して届けてい

ただくようにしています。手作りおやつもあ

り、みんな楽しみにしています。おやつの時

間は上級生がみんなを上手にまとめ、行儀良

くいただくようにしています。

、 、 、平日は 若狭小ふれあい教室の事業にも参加できるので 子どもたちにとっては

。 、 、プログラムも豊富です 夏休みには 野外レクレーション・花火などの宿泊学習や

。公民館でのお化け屋敷見学・ソーメン流し・スイミングなどお楽しみがいっぱいです

ふれあい教室の指導者は、各団体が担っ

ています。月・火・木曜日は若狭児童クラブ、水曜

日が体育指導員・木曜日が地域民生委員、金曜日が

地域支援ボランティアと分担しています。月・火・

木曜日は、若狭児童クラブの専任指導員がふれあい

教室の参加者と児童クラブの参加者とを同じプログ

ラムで実施することで、放課後子ども教室と放課後児

童クラブを同時に実施することが可能になりました。

、「 」月曜日から金曜日までのプログラムには 学習支援

「花づくり 「キンボール 「昔あそび 「大正琴 「フ」 」 」 」

ィールドゲーム 「ビオトープ」などがあります。」

若 狭 児 童 ク ラ ブ

放 課 後 子 ど も 教 室 若 狭 小 ふ れ あ い 教 室 」「

若狭児童クラブを立ち上げた、隣の保育園長先生がその役

割を担っています。放課後校舎を西に東にと行き来し、時に落ち葉を掃いたり、花壇の手入れをし

たりと熱心に活動をされています。学校やＰＴＡ、地域団体と連絡を密にして、各行事への子ども

たちの参加をしやすく調整したり、経費の工面・担当者の配置など様々な仕事に奔走の毎日です。

コーディネーターの役割

活動内容・特色

大正琴を練習しています 学 習 の 時 間

お や つ の 時 間

若 狭 児 童 ク ラ ブ

若 狭 小 ふ れ あ い 教

若 狭 児 童 ク ラ ブ の 行 事

花づくり」で作った花壇「
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東京都世田谷区の事例

放課後の子どもたちの居場所を確保し、自由な遊びや体験・交
流の場を充実させ 創造性・自主性・社会性などを培うＢＯＰ B、 （
ase Of Playing）事業と放課後児童クラブの機能とを統合した
新ＢＯＰ事業を展開しています。

東玉川小新ＢＯＰ◇ 名 称
東京都世田谷区子ども部児童課、教育委員会事務局生涯学習･地域･学校連携課◇ 設置主体

同 上◇ 運営主体
日現在◇ 登録児童 児童クラブ利用登録児童33名（１年生14人・２年生８人・３年生１1人）平成21年2月12

世田谷区立東玉川小学校 全校児童 ４４８名 新ＢＯＰ利用登録児童４４５名◇ 最寄小学校

小学校校舎１階西側空き教室２部屋を利用（１２６㎡）◇ 場 所
月曜日～土曜日・下校時から午後６時◇ 開設時間
学校休業日は、午前８時３０分～午後６時
日・祝日・休日・年末年始◇ 休 業 日
６名（非常勤職員１名・常勤職員１名・非常勤職３名・アルバイト１名）◇ 指 導 員
おやつ代として 2,000円／月（免除される場合もある）◇ 負担金等

１５８－００８３ 東京都世田谷区奥沢１－１－１◇ 所 在 地 〒
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０３－３７２０ー６３３６

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/menu/life/i110204.html◇ 紹 介 等

世田谷区では、平成７年より区立小学校の施設を活用し、児童の安全・安心な遊び場を

確保し、集団遊びの中から社会性・創造性を養い、児童の健全育成を図るためＢＯＰ(Bas

eOfPlaying)事業を展開してきました。そして、平成１１年からは、ＢＯＰと放課後児童ク

ラブ機能とを統合した「新ＢＯＰ」として展開し、子どもたちの交流の広がりや放課後の待機

児童の解消にその成果を上げてきました。そして、平成１７年には、世田谷区の全小学校６４

校で「新ＢＯＰ」が実施できるようになり、さらに平成１９年より「放課後子どもプラン」と

して位置付け更なる充実に向け、各学校の特色や地域性を生かしながら展開をしています。

放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に実施している

「東玉川小新ＢＯＰ 」東京都世田谷区 （新ボップ）
ひ が し た ま が わ し ょ う⑥

特 徴

 

 

校舎の１階西側が新ＢＯＰの部屋です

概 要

外遊びは、元気いっぱい、みんなで仲良く

好きな本を自由に、いつまでも
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放課後児童クラブに

、登録していない子で

最初から外遊びをし①「ただいま～」と元気に

たい場合は、外に用意部屋に入り、自分のロッカ

されているシートに荷ーにカバンを入れます。み

物を置いて、出席確認んな目が輝いています。

をしてから直ぐに遊ぶ

ことができます。②まずは、カバンから連絡

帳を出して、一人ずつ指導

手作り遊具 ・ 造形物が豊富員さんと話をして渡します。

③好きな工作や絵を描きた

い子は、部屋にある材料を

使って、好きなだけ活動が

できます。

読書をしたい子は、豊富④

な図書コーナーで、本を取

って、とことん読みます。

指導員さんの手作りの木のおもちゃがたくさ

⑤宿題を済ませてから遊ぶ んあって、毎日どれで遊ぼうか迷ってしまうよ

と自分で決めている子は、 うです。創造性を豊かにする手作り遊具です。

最初に宿題をやってしまい

ます。

外遊びが大好きな子は、⑥

早速校庭でアスレチックに

登って仲間と遊びます。

⑦異年齢集団で遊ぶととて

も楽しい。その時その場で

お兄ちゃんお姉ちゃんがで

きてきて、話も弾みます。

冬季は４時３０分・夏季⑧

は５時でＢＯＰの遊び・交流

活動は終了し下校します。

⑨放課後児童クラブの子ど

もたちは、間食（おやつ）

東玉川小新ＢＯＰの児童指導職員は、交代をとり、帰りの時間まで室

で週2回児童館や子育て支援の現場に行って内で楽しく過ごします。

事業を実施したり、様々ななスキルを身につ

けてきたりしています。新ＢＯＰは、事務局⑩囲碁・将棋を囲んで指導員

長（非常勤）児童指導職員（常勤職員）新Ｂも子どもたちも本気で勝負し

ＯＰ指導員（非常勤）アルバイト等で構成さます 本の読み聞かせもあります。 。

れ、職員研修も充実しており、その結果、子

どもたちの放課⑪夕方６時 子どもたちは、 、

後の居場所をとたくさんの友だちといろい

ても豊かにしてろな体験活動をして、楽しか

います。った一日が終了しました。

青 空 Ｂ Ｏ Ｐ

新ＢＯＰには、地域の囲碁将棋の得意
な人たちがたくさん来てくださいます。

子どもたちも、対戦して勝てるよう日
頃からよく練習しています。また、おは
なしをしに来てくださる人もいて 「お、
はなし会」を心待ちにしています。

工夫・廃物利用

部屋には、たくさ

んのカップや箱やパ

ックが準備してある

ので、思う存分に工

作ができます。

活動内容・特色

東玉川小新ＢＯＰの一日の様子

児童館・子育て支援との関係

1 8 : 0 0

1 7 : 3 0

1 6 : 1 5

1 6 : 3 0

1 6 : 0 0

1 5 : 3 0

1 5 : 1 5

1 5 : 0 0

1 4 : 4 5

1 4 : 3 0

1 4 : 3 0

子どもたちの荷物

ＢＯＰ参加出席表

学 年 を 超 え た 遊 び の 集 団
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栃木県宇都宮市の事例

放課後児童クラブの指導員と放課後子ども教室のコーディネー
ター、学校の先生、特別支援学級の先生、養護の先生、保護者み
んなの連携で障がいのある子も毎日温かくサポートしています。

※宇都宮市では、障害 → 障がい と表記しています。

晃宝小子どもの家「どんぐりクラブ」◇ 名 称

栃木県宇都宮市教育委員会事務局生涯学習課◇ 設置主体
晃宝宮っ子ステーション運営委員会◇ 運営主体

日現在◇ 登録児童 ７０名（１年生２３人・２年生２８人・３年生１４人・４～５年生５人）平成20年10月1

宇都宮市立晃宝小学校 全校児童 ３６６名◇ 最寄小学校

（ ） （ ）◇ 場 所 小学校南校舎１階西側 １２８㎡ 空き教室２部屋専用改築 平成１０年９月
月曜日～金曜日・午後１時から午後６時、土曜日・午前８時半から午後４時半◇ 開設時間
学校長期休業時 午前８時半から午後６時 延長保育・長期休み早朝保育あり
日・祝日・その他◇ 休 業 日
６名（正指導員３名・加配指導員２名・パート指導員１名）◇ 指 導 員
保育料として ６５００円／月（きょうだい割引あり）◇ 負担金等
32０-0０７５ 宇都宮市宝木本町１２６３－１◇ 所 在 地 〒

ＴＥＬ・ ＦＡＸ ０２８－６６５－５７４４

http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shogai_gakushu/shogaigakushu/000418.html◇ 紹 介 等

晃宝小学校には、放課後児童クラブの「どんぐり」と放課後子ども教室の「ピノキオ」

があります。特別支援学級もある学校なので、放課後は障がいのある子もない子も、共に

「どんぐり」で過ごします。放課後子ども教室の「ピノキオ」での活動を希望した子ども

たちは、まずはここで楽しく遊んで過ごします 「ピノキオ」の終了時間になると 「どん。 、

ぐり」の指導員が迎えに行き「ピノキオ」での子どもの様子を聞いたり 「どんぐり」での、

様子を伝えたりして、指導員同士の情報交換等連携を深めています。子どもたちは、それ

ぞれの活動の楽しさを 吸収して、毎日豊かな放課後の時間を過ごしています。たくさん

連携が障がい児を温かくサポートしている

「どんぐりクラブ」晃宝小子どもの家
こうほうしょう⑦

特 徴

校舎の１階にどんぐりクラブがあります

概 要

、 。４時半を過ぎると みんな仲良く室内で過ごします

外遊びは、みんな大好きです。
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「 」 、 「 」○私たちの どんぐり では 指導員のことを子どもたちが ～～先生

とは呼んでいません。みんな「○○ちゃん」のように「愛称」で呼ん

でもらっています。それは、児童クラブは、学校でもない家庭でもな

い、子どもたちにとって特別な場所だからです。

○「どんぐり」には、障がいのある子どももいます。でも、その子ども

たちを特別扱いにはしません。みんなと同じように、遊び方も任せま

すし、指導員もみんなでその子どもたちを見ていきます。そして、そ

のような関わりの中から、個別にどのように接していくのが一番よいのか、どのような点に留意した

ら上手にコミュニケーションがとれるかなど、毎日の中から多くのことを学んでいます。その積み重

ねが、指導員の資質向上につながっています。

○学校の担任の先生や特別支援学級の先生、養護の先生、放課後

子ども教室のコーディネーターとも、子どもたちのことについ

て情報交換の時間を持つようにしています。また、迎えに来た

保護者の方々にも、子どもの様子を伝え、お互いに知らない場

での子どもの様子について、意見を交わしています。

○晃宝小学校には、学校を支える地域の人たちでつくる「魅力あ

る学校づくり地域協議会」という組織があります。ここで計画

されるとても楽しい行事にも 「どんぐり」の子どもたちを参加させていただいております。、

学年が違う子どもも、障がいのある子もない子

もいろいろな子どもたちが、放課後にみんなと楽

しく、そして自由に遊べる環境づくりに努力して

います。集団での群れ遊びや、異年齢での遊びを

通して、人を思いやる心や、仲間とルールを守る

ことの大切さを

学んでほしいと

願っています。

「 ピ ノ キ オ ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー よ り」

子どもがのびのびと活動しているのを
見て、とても嬉しく思っています。

みんなの中に入って、いろいろなこと
をたくさん経験でき、とてもありがたく

思います。迎えに来た時に、みんなと一緒に笑
っている姿を見るととても安心します。指導員
のみなさんともいろいろな話ができるので、子
どもの様子もよく分かります 「ピノキオ」と。

「どんぐり」の二つで、いろいろな体験活動が
、 。できるので とても充実していると思っています

保護者の声・お母さんから

どんぐり」としての大きな時間割はあるものの「

こちらから、時間を切って全てをリードしてしま

うようなことはしません。子どもたちの自主性や

協調性を大切にし、したいことが楽しくできるよ

うにアドバイスをします。外遊びは、みんな大好

きなので、暗くなる直前まで一緒に遊んでいます。

毎日、子どもたちと一緒に笑えることが楽しいです。

児童指導員より

活動内容・特色

放課後子ども教室「ピノキオ」も明るく広い

ど ん ぐ り 」 の 行 事 紹 介「

校内たんけん・映写会・バーベキュー・かき氷

やさん・ 水風船大会・おばけやしき・お店屋さ

ん・親子レク・県立科学館へ行こう・太鼓体験・

おやつ買い・スイカ割り大会など

保護者会と協力して、楽しい行事を毎年企画して

います。昨年は、おやじの会の協力で 「流しそう、

めん」にも参加し、美味しいそうめんに笑顔でした。

外はまっくら、でもゆったりあたたかです。

放課後子ども教室での子どもたち

こ ん な 時 間 も 大 切 で す
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関 係 法 令

【児童福祉法】
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)

第六条の二
2 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童で
あつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了
後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業
をいう。

第二十一条の八

市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細
かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の
置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受け
られるように、福祉サービスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るように
することその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

第二十一条の九

市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び
子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」
という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言を行う事業

第二十一条の十

市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行う
とともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の二
第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

第二十一条の十一

市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたと
きは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容その他の事情を勘案
し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うも
のとする。
2 市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援
事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者
の利用の要請を行うものとする。

第二十一条の十五

、 、 、国 都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は 厚生労働省令で定めるところにより
その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

第二十一条の十六

国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援
助をするように努めなければならない。

第二十一条の十七

国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助
するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の
推進に努めなければならない。
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第三十四条の七

市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、放課後児童健全育成事
業を行うことができる。

第四十九条

この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業及び放課後児童健全育成事業並びに児童福
祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。

第五十六条の六
2 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、そ
の事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭か
らの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならな
い。

【児童福祉法施行令】
(昭和二十三年三月三十一日政令第七十四号)

第一条

児童福祉法(以下「法」という。)第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業は、これ
を利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適
切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。

【発達障害者支援法】
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)

(放課後児童健全育成事業の利用)
第九条

市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切
な配慮をするものとする。

【少子化社会対策基本法】
(平成十五年七月三十日法律第百三十三号)

(保育サービス等の充実)
第十一条

国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提
供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課
後児童健全育成事業等の拡充その他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情報の提供
の促進に必要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを提供する施設の活用
による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援が図られるよう必要な施策を講
ずるものとする。

【社会福祉法】
(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)

(定義)
第二条

この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。

3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
二 児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事

業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業



放課後児童クラブガイドラインについて

○ 子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景に、放課後児童クラブ数が年々増加していることから、クラブを生活の場として
いる子どもの健全育成を図ることを目的として、補助金の交付・不交付を問わず、クラブとして望ましい運営内容を目指すためのガイドラ
インを国において初めて策定。

○ 本ガイドラインを参考に、各クラブにおいて定期的に自己点検を行うなどにより資質の向上を図る。

趣旨・目的

「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成１９年１０月１９日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

１．対象児童
・ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１～３年の就学児童。
・ その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校
４年生以上）

２．規模
・ 集団の規模については、おおむね４０人程度までとすることが望ましい。
・ １放課後児童クラブの規模については、最大７０人までとすること。

３．開所日・開所時間
・ 子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮。
・ 土曜日、長期休業期間等は、保護者の就労実態等を踏まえて８時間以上
開所。

・ 新１年生については、保育所との連続を考慮し４月１日より受け入れること。

４．施設・設備
・ 専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場
としての機能が十分確保されるよう留意すること。

・ 子どもが生活するスペースについては児童１人当たり１．６５㎡以上が望ま
しい。なお、体調が悪い時等に休息できる静養スペースを確保すること。

・ 施設・設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・
備品を備えること。

５．職員体制
・ 放課後児童指導員を配置すること。
・ 放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第３８条に規定する児童の
遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。

６．放課後児童指導員の役割
・ 子どもの人権の尊重、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライバシー保
護等に留意のうえ、次の活動を行うこと。

① 子どもの健康管理、出席確認等の安全確保、情緒の安定を図る。
② 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。
③ 子どもが宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な

援助を行う。
④ 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、

その力を身につけさせる。
⑤ 活動内容について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭

や地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。
⑥ 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされ

るケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等
を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応。

⑦ その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。

○その他
７． 保護者への支援・連携

・ 保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支援。

８． 学校との連携

・ 学校、放課後子ども教室との連携を図る。

９． 関係機関・地域との連携
10. 安全対策
11. 特に配慮を必要とする児童への対応
12. 事業内容等の向上について

・ クラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努める。
13. 利用者への情報提供等
14. 要望・苦情への対応

ガイドラインの概要
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（抄）放課後児童健全育成事業等実施要綱

Ⅰ 放課後児童健全育成事業

１ 趣 旨
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という ）第６条の２第２項。

の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおお
むね１０歳未満の児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用
して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものである。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、法第３４条の７の規定に基づき、市町村（特別区を含む。以

下同じ 、社会福祉法人その他の者（以下「市町村等」という ）とする。。） 。

３ 対象児童
本事業の対象児童は、法第６条の２第２項の規定に基づき、保護者が労働等により

昼間家庭にいない小学校１～３年に就学している児童であり、その他健全育成上指導
を要する児童（特別支援学校の小学部の児童及び小学校４年生以上の児童）も加える
ことができるものであること（以下「放課後児童」という 。。）

４ 運 営
本事業の運営は、次により行うものであること。
１ 本事業の実施に当たっては 遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者 以（ ） 、 （

下「放課後児童指導員」という ）を配置し、放課後児童を受け入れるものであ。
ること。

（２）放課後児童指導員の選任に当たっては、児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚
生省令第６３号）第３８条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者
が望ましいこと。

（３）本事業は、放課後児童の就学日数、地域の実情等を考慮し、年間２５０日以上
開所すること （ただし、平成２１年度までは、特例として２００日以上でも国。
庫補助の対象とする ）。

また、開所時間については、１日平均３時間以上とすること。ただし、長期休
暇期間などについては、子どもの活動状況や保護者の就労状況等により、原則と
して１日８時間以上開所すること。

（４）本事業は、小学校の余裕教室や小学校敷地内の専用施設のほか、児童館、保育
所や団地の集会室などの社会資源を活用して実施すること。

なお、同じ建物内で、別添１に基づく放課後子ども教室推進事業（以下 「放、
課後子ども教室推進事業」という ）など、すべての子どもを対象とした活動拠。
点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間仕切り等で区
切られた専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保さ
れるよう留意すること。

（５）子どもの情緒の安定や事故防止を図る観点から、１クラブ当たりの放課後児童
の人数が一定規模以上になった場合には、分割を行うなど適正な人数規模のクラ
ブへの転換に努めること （ただし、平成２１年度までは、経過措置として１ク。
ラブ当たりの児童数が７１人以上の場合も国庫補助の対象とする ）。

（６）本事業は、法第６条の２第２項及び児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４
号）第１条の規定に基づき、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、
衛生及び安全が確保された設備を備える等により実施されなければならないもの
であり、その活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカ
ーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を備えること。



- 22 -

（７）本事業の実施に当たっては、家庭や放課後子ども教室推進事業の担当者及び関
係機関との連携を図ること。

（８）本事業の実施に当たっては、子どもの様子の変化や小学校の下校時刻の変更な
どに十分対応できるよう、小学校の教職員との間で迅速な情報交換ができる体制
を整備すること。

（９）本事業の実施に当たっては、地域における放課後児童の状況を的確に把握する
とともに、法第５６条の６第２項の規定に基づき、本事業を行う他の者との相互
連携、放課後児童及びその家庭からの相談等地域の実情に応じた積極的な支援を
行うように努めなければならないこと。

（10）本事業の実施に当たっては、本事業の加入申込み等に係る書類について、所
定の様式を定め整備すること。

(11)本事業の実施に当たっては、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等につい
て、放課後児童指導員の計画的な研修を実施するものとし、また児童館に勤務す
る児童厚生員の研修や放課後子ども教室推進事業の担当者研修との連携を図るこ
と。

また、都道府県においても、同様に放課後児童指導員の計画的な研修を実施す
ること。

(12)市町村は、児童の保護者、児童委員、民間の児童健全育成ボランティア等の協
力を得て本事業の支援に当たるものとすること。

(13)市町村は、法第２１条の１０の規定に基づき、放課後児童の本事業の利用に関
する相談及び助言、地域の実情に応じた本事業の実施及び本事業を行う者との連
携等により、放課後児童の本事業の利用の促進に努めなければならないこと。

５ 事業の内容
本事業は、次の内容・機能を有するものとすること。

（１）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保
（２）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安

全確保
（３）放課後児童の活動状況の把握
（４）遊びの活動への意欲と態度の形成
（５）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
（６）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施
（７）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
（８）その他放課後児童の健全育成上必要な活動

６ 留意事項
（１）本事業は、その目的を異にするスポーツクラブや塾等、その他公共性に欠ける

ものについては対象としないものであること。
（２）本事業の実施主体は、政治的又は宗教上の組織に属さないものであること。

７ 費 用
（ ） 、 （ 。１ 国は 上記２～６の要件を満たした次の事業 放課後児童が１０人以上に限る

、 、 。）ただし 開設日数が２００～２４９日の場合は 放課後児童が２０人以上に限る
に対して、別に定めるところにより補助するものとする。
① 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助する事業
② 指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業

（２）市町村等は、本事業を実施するために必要な経費の一部を、保護者から徴収す
ることができるものとする。
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（ ）Ⅱ 放課後子ども環境整備事業 放課後児童クラブ未実施小学校区緊急解消等事業

１ 趣 旨
新たに放課後児童健全育成事業を実施するための施設（放課後児童クラブ）を設置

するため、既存の小学校の余裕教室等の改修等や必要な設備の整備などの環境整備を
行うことにより、放課後児童クラブの設置促進等を図ることを目的とする。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ 、社会福祉法人その他の。）

者とする。

３ 対象事業
（１）放課後児童クラブ設置促進事業

Ⅰに基づく放課後児童健全育成事業（以下 「放課後児童健全育成事業」とい、
う ）を新たに実施するための施設の設置に必要な、小学校の余裕教室等の既存。
施設の改修、設備の設置や修繕、備品の購入を行う事業。

（２）放課後児童クラブ環境改善事業
放課後児童健全育成事業を新たに実施するための施設の設置に必要な、既存施

設の改修を伴わない設備の整備（備品の購入等）のみを行う事業。
（３）放課後児童クラブ障害児受入促進事業

既存の放課後児童健全育成事業を実施する施設において、障害児を受け入れる
ために必要な改修、設備の設置や修繕、備品の購入を行う事業。

４ 対象事業の制限
（１）他の国庫補助を受ける場合は、本事業の対象とはならないこと。
（２）既存の事業実施施設の破損や老朽化等に伴う改修や修繕は、本事業の対象とは

ならないこと。
（３）３の（１）及び（２）の事業については、１施設につき１回限りとすること。

ただし、既存の放課後児童クラブを分割して、適正な人数規模のクラブとして実
施する場合には、この限りでないこと。

また、対象施設は、当該年度中または翌年度４月１日に事業を実施するものの
みであること。

（４）３の（３）の事業については、受け入れる障害児の障害の種類や程度等によっ
ては、同一施設において複数回、実施することも可能であること。

また、対象施設は、当該年度中又は翌年度に障害児の受入を予定しているもの
のみであること。

５ 費 用
国は、次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

（１）市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助する事業
（２）指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業

Ⅲ 放課後児童クラブ支援事業

１ 趣 旨
放課後児童健全育成事業を実施するための施設（放課後児童クラブ）へのボランテ

ィアの派遣や放課後児童指導員の健康診断、障害児受入のための指導員の確保等を行
うことにより、放課後児童クラブの円滑な事業実施に資するとともに、放課後子ども
プランの推進を図ることを目的とする。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ ）等とする。。
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３ 事業内容
実施主体は、次の何れかの事業を実施するものとする。

（１）ボランティア派遣事業
児童が地域の様々な人々と関わり合うことは、児童の成長・発達において重要

であることから、市町村が、伝統的技術や自然体験の技術などを持つボランティ
アの登録名簿を作成し、以下の①～④の何れかの事業を実施するために放課後児
童クラブへ派遣する。
① 伝承遊び等事業

お手玉、けん玉、あやとり、民謡、太鼓、囲碁、将棋、カルタ遊び、工作、
折り紙などの遊びの指導を実施する事業。

② 自然等体験事業
田植え、畑づくり、地域のお祭りへの参加、草木や野鳥や昆虫などの自然観

察などの体験活動を実施する事業。
③ 巡回派遣事業

障害児と健常児の関わり合いなど、放課後児童クラブを行うに当たって配慮
が必要な児童への生活指導等を行う放課後児童指導員に対する援助を実施する
事業。

④ 長期休暇派遣事業
長期休暇期間において、利用時間が長くなることや一時的に利用する児童の

増加などに配慮して生活指導等を行う放課後児童指導員に対する援助を実施す
る事業。

（２）放課後子どもプラン実施支援等事業
放課後児童クラブ未実施市町村に取組を促し、放課後子どもプランの円滑な策

定・実施が図られるよう、以下の①～⑤の事業を実施する。
① 人材確保のための研修等

新たに放課後児童指導員を希望する者等に対する研修の実施、研修受講者の
名簿への掲載・登録、他自治体で実施しているクラブの見学・実習の実施

② 地区別運営委員会の設置・開催
各小学校区内での実施場所の選定・確保、具体的な連携方法や活動内容等を

検討する運営委員会の設置・開催
③ 広報啓発

「放課後子どもプラン」の実施に向けたリーフレットの作成などの広報活動
④ その他

その他「放課後子どもプラン」の推進に資する取組
（３）放課後児童の衛生・安全対策事業

感染症罹患等の有無を発見するため、民営の放課後児童クラブに従事する放課
後児童指導員に対する健康診断を行う。

（４）障害児受入推進事業
放課後児童クラブにおける障害児の受入れを推進するため、以下の①～③の何

れかの方法により、障害児を受け入れるクラブにおいて、専門的知識等を有する
指導員を配置する。
① 市町村が専門的知識等を有する指導員を直接雇用し、放課後児童クラブに派

遣して配置
② 放課後児童クラブが専門的知識等を有する指導員を雇用して配置し、当該費

用を市町村が委託費として支出
③ 放課後児童クラブが雇用した指導員について、市町村が一定期間内に必要な

研修を受講させる、又は個々の指導員が有する経歴、資格等から専門的知識等
を有すると市町村が認めた上で配置し、当該費用を市町村が助成（補助）

４ 留意事項
（１）３の（１）の実施に当たって同じ小学校で放課後児童クラブと別添１に基づく

放課後子ども教室推進事業を実施する場合は、ボランティアの効果的な活用を図
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ること。
（２）３の（３）の実施に当たっては、感染症等にかかる健康診断について既存の制

度等を活用するなどして柔軟に実施すること。
（３）３の（４）の実施に当たっては、都道府県等が実施するⅣに基づく放課後児童

指導員等資質向上事業を十分に活用するなどして、障害児対応を行う指導員の研
修の機会を確保し、専門的知識や技術等の習得に努め、障害児の受入れの推進を
図ること。

５ 費 用
国は、次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。

（１）市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業又は助成する事業（３
の（４）に限る ）。

（２）指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業（３の（４）に限る ）。

Ⅳ 放課後児童指導員等資質向上事業

１ 趣 旨
放課後児童指導員等に対して必要な知識及び技術の習得のための研修を行うことに

より、指導員等の資質の向上及び放課後子どもプランの円滑な実施を図ることを目的
とする。

２ 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市とする。
ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人、財

団法人及び特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

３ 研修対象者
（ ） （ ）１ Ⅰに基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設 放課後児童クラブ

に従事する放課後児童指導員及び放課後児童クラブの活動に関わるボランティア
など

（ ） （ 「 」２ 別添１に基づく放課後子ども教室推進事業 以下 放課後子ども教室推進事業
という ）の担当者及び事業が円滑に運営されるためにこれらの者と連携・協力。
を行う学校の教職員など

４ 事業内容
児童の安全管理、生活指導、遊びの指導及び障害児など特に配慮が必要な児童に対

する指導技術に関する研修、並びに放課後子どもプランの円滑な実施や実施に当たっ
ての留意点等に関する研修を実施するものとする。

５ 留意事項
（１）放課後子ども教室推進事業の担当者に対する研修を併せて実施する場合には、

放課後子ども教室推進事業及び放課後児童クラブそれぞれの担当者又は指導員等
が両研修を相互に受講できるよう連携を図るとともに、両研修内容の整合性や日
程等にも配慮すること。

（２）放課後児童クラブにおける障害児の受入れを推進し、適切な対応を図るため、
研修内容に必要な知識の習得や実践的な指導技術に関する援助方法を盛り込むな
ど、障害児対応指導員の資質の向上に努めること。

６ 費 用
都道府県、指定都市及び中核市が実施する事業に対して、国は別に定めるところに

よ り 補 助 す る も の と す る 。
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平成２０年５月１日現在 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況について 

 

 

〔調査結果のポイント〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○放課後児童クラブ数は、８９８か所増加 

  放課後児童クラブ数は、対前年８９８か所増の１７，５８３か所となった。 
 
○登録児童数は、４．５万人増加 

  放課後児童クラブの登録児童数は、対前年４．５万人増の７９万人となった。

 

○実施市町村の割合は、８８．８％ 

  放課後児童クラブの実施市町村数は、１，６０９市町村となり、全市町村に 
おける実施割合は、対前年０．６ポイント増の８８．８％となった。 

 
○利用できなかった児童数は、９３３人減少 

  利用の申込みをしたが何らかの理由で利用できなかった児童数は、対前年  
９３３人減の１３，０９６人となった。 
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放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況  
 
 

＊ 各年５月１日現在の育成環境課調査 
 
 

 
１ クラブ数、登録児童数及び実施市町村数の状況 
 

区  分 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
クラブ数 １７，５８３か所 １６，６８５か所 ８９８か所 
登録児童数 ７９４，９２２人 ７４９，４７８人 ４５，４４４人 

実施市町村割合 
（実施市町村数） 

８８．８％ 
（１，６０９市町村）

８８．２％ 
（１，６１１市町村） 

０．６ポイント 
（△２市町村） 

未実施市町村数 ２０２町村 ２１６町村 △１４町村 

 
（参考）過去５年間の実施か所数、児童数、実施市町村数の推移  

区 分 平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年

実施か所数(か所) 16,685 15,857 15,184 14,457 13,698 
増  減 828 673 727 759 916 

児  童  数 （人） 749,478 704,982 654,823 593,764 540,595 
増  減 44,496 50,159 61,059 53,169 38,554 

実施市町村割合 
（実施市町村数） 

88.2% 
（1,611）

86．8% 
（1,599）

82．5% 
（1,980）

76.0% 
(2,373) 

71.8% 
(2,303) 

 
 
２ 設置・運営主体別クラブ数の状況 

                                                                      （か所） 
区 分 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

公 立 公 営  ７，５６３（43.0%）   ７，４０９（44.4%） １５４ 
公 立 民 営  ６，９７５（39.7%）   ６，８０９（40.8%） １６６ 
民 立 民 営  ３，０４５（17.3%）   ２，４６７（14.8%） ５７８ 

計 １７，５８３（ 100%）１６，６８５（ 100%） ８９８ 
  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
 
 
３ 実施規模別クラブ数の状況 

                                                                    （か所） 
実施規模 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減
９人以下    ５６９（ 3.2%）    ５８６（ 3.5%）  △１７ 

１０人～１９人  １，８６１（10.6%）  １，９９２（11.9%） △１３１ 
２０人～３５人  ４，４５１（25.3%）  ４，３５９（26.1%）   ９２ 
３６人～７０人  ８，２４１（46.9%）  ７，３００（43.8%）  ９４１ 
７１人以上  ２，４６１（14.0%）  ２，４４８（14.7%）   １３ 

計 １７，５８３（ 100%）１６，６８５（ 100%）  ８９８ 
  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
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４ 学年別登録児童数の状況 
                                                                       （人） 
学  年 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
小学１年生  ２８３，９０１（35.7%）２６８，９３１（35.9%） １４，９７０ 
小学２年生  ２４８，１５１（31.2%）２３５，１５１（31.4%） １３，０００ 
小学３年生  １８２，０１８（22.9%）１７０，８５０（22.8%） １１，１６８ 

小学４年生以上他    ８０，８５２（10.2%）  ７４，５４６（ 9.9%）  ６，３０６ 
計  ７９４，９２２（ 100%）７４９，４７８（ 100%） ４５，４４４ 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。計数には、障害児数も含む。 
 
 
５  実施場所別クラブ数の状況 

                                                                      （か所） 
実 施 場 所 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 

学校の余裕教室   ５，００５（28.5%）    ４，７５９（28.5%） ２４６ 
学校敷地内専用施設   ３，４７７（19.8%）    ３，０４７（18.3%） ４３０ 
児童館･児童ｾﾝﾀｰ   ２，６１９（14.9%）    ２，５９５（15.6%）   ２４ 
公的施設利用   １，５９９（ 9.1%）    １，６０４（ 9.6%）   △５ 
民家・アパート   １，０７０（ 6.1%）    １，０６０（ 6.4%）  １０ 

保育所    ９６７（ 5.5%）   １，００７（ 6.0%） △４０
公有地専用施設  １，０７２（ 6.1%）       ９８８（ 5.9%）  ８４
民有地専用施設      ８１１（ 4.6%）       ７０８（ 4.2%） １０３

幼稚園      ３６９（ 2.1%）       ３９７（ 2.4%） △２８
団地集会室      １３１（ 0.7%）       １１６（ 0.7%）   １５

商店街空き店舗        ６１（ 0.3%）         ３５（ 0.2%）   ２６
その他      ４０２（ 2.3%）       ３６９（ 2.2%）  ３３

計 １７，５８３（ 100%）  １６，６８５（ 100%） ８９８ 
  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
 
 
６ 年間開設日数別クラブ数 

                                                                    （か所） 
開設日数 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

１９９日以下      ６８（ 0.4%） － － 
２００日～２４９日   ３，５３５（20.1%） － － 
２５０日～２７９日   １，４９３（ 8.5%） － － 
２８０日～２９９日  １２，２０３（69.4%） － － 

３００日以上     ２８４（ 1.6%） － － 
計  １７，５８３（ 100%） － － 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
 
 
７ 平日の開所時刻の状況 
                                                                       （か所） 

開 所 時 刻 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
１１：００以前 ２，７１７（15.5%） － －
11:01  ～ 12:00 １，８０８（10.3%） － －
12:01  ～ 13:00 ８，２４９（46.9%） － －
13:01  ～ 14:00 ４，１０７（23.4%） － －
１４：０１以降   ６９０（ 3.9%） － －

計 １７，５７１（100%） － － 
  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
注２：１７，５７１は平日に開所しているクラブ数。 
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８ 平日の終了時刻の状況 
                                                                       （か所） 

終 了 時 刻 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
１７：００まで １，１４７（ 6.5%） １，４４５（ 8.7%） △２９８
17:01  ～ 18:00 ８，９６９（51.0%） ９，０２８（54.1%） △５９
18:01  ～ 19:00 ６，８３１（38.9%） ５，７４２（34.4%） １，０８９
１９：０１以降   ６２４（ 3.6%）   ４７０（ 2.8%） １５４

計 １７，５７１（100%） １６，６８５（ 100%） ８８６ 
  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
 注２：１７，５７１は平日に開所しているクラブ数。 
 
 
９ 土曜日等の開所時刻の状況                                             （か所） 

開 所 時 刻 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
 ６：５９以前     ４（ 0.0%） － －
 7:00  ～  7:59 ２，１３２（12.2%） － －
 8:00  ～  8:59 １３，０９２（75.0%） － －
 9:00  ～  9:59 ２，０７０（11.9%） － －
１０：００以降   １６２（ 0.9%） － －

計 １７，４６０（100%） － － 
  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
 注２：１７，４６０は土曜日等に開所しているクラブ数。 
 
 
10 土曜日等の終了時刻の状況 
                                                                       （か所） 

終 了 時 刻 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
１７：００まで １，４４７（ 8.3%） － －
17:01  ～ 18:00 ８，７０４（49.9%） － －
18:01  ～ 19:00 ６，７００（38.4%） － －
１９：０１以降   ６０９（ 3.4%） － －

計 １７，４６０（100%） － － 
  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。 
注２：１７，４６０は土曜日等に開所しているクラブ数。 

 
11 土曜日等の開館状況                                       

            （か所） 
開 館 状 況 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

土曜日 
〔毎週開館以外〕 

１４，１３９（80.4%）
〔１，５９９〕

１２，６６５（75.8%） 
〔６５１〕

１，４７４  
〔９４８〕

日曜日 １，４００（ 8.0%）   ３５１（ 2.1%） １，０４９
夏休み等 １７，２７０（98.2%）１５，４５５（92.6%） １，８１５

  注１：（  ）内は全クラブ数(20年度:17,583、19年度:16,685)に対する割合である。 
 注２：〔  〕内は毎週開館以外のクラブ数であり、内数である。 
 
12 障害児受入数別クラブ数の状況 

                                                                     （か所） 
受 入 数 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
１  人 ３，５４７（20.2%） ３，０８１ (18.5%） ４６６
２  人 １，９１５（10.9%） １，６６２ (10.0%） ２５３
３  人   ９２２（ 5.2%） ７７６（ 4.7%） １４６
４人以上 １，０９３（ 6.2%） １，０１９（ 6.1%）  ７４

計 ７，４７７（42.5%） ６，５３８（39.2%） ９３９ 
  注：（  ）内は全クラブ数(20年度:17,583、19年度:16,685)に対する割合である。 



13 障害児の学年別登録児童数の状況 
                                                                       （人） 
学  年 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
小学１年生  ４，０４２（ 1.4%）  ３，３８１（ 1.3%）     ６６１
小学２年生  ４，２５９（ 1.7%）  ３，４６５（ 1.5%）     ７９４
小学３年生  ３，６７９（ 2.0%）  ３，１０３（ 1.8%）     ５７６

小学４年生以上他  ４，５８４（ 5.7%）  ４，４６０（ 6.0%）     １２４
計 １６，５６４（ 2.1%） １４，４０９（ 1.9%） ２，１５５ 

  注：（  ）内は学年別登録児童数に対する割合である。 
 
 
14 障害児受入の定員設定別クラブ数                     

（か所） 

定員設定の有無 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
障害児受入の 
定員無し 

６，４８０（86.7%）
〔１１４〕 

５，６９０（87.0%）
〔１１１〕 ７９０ 

障害児受入の 

※〔 〕は、昨年度から定員設定の有無を変更したか所数である。 

定員有り 
  ９９７（13.3%）

〔２２〕 
  ８４８（13.0%）

〔４８〕 １４９ 

合計 ７，４７７（ 100%）
〔１３６〕 

６，５３８（100%） 
〔１５９〕 ９３９ 

 
 
15 利用できなかった児童のいるクラブ数の状況 
 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減
利用できなかった 
児童がいるクラブ数 ２，２８９か所 ２，２５３か所  ３６ 

注：利用できなかった児童数を把握しているクラブの数値である。 
 
 
16 利用できなかった児童数の状況 
 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

小学１年生 3,634人(27.7%)
[115人] 

3,730人(26.6%)
[102人] 

△96人
[13人] 

小学２年生 
2,612人(19.9%) 

[43人] 
2,989人(21.3%) 

[52人] 
△377人 
[△9人] 

小学３年生 
4,314人(32.9%) 

[36人] 
4,930人(35.1%) 

[50人] 
△616人 
[△14人] 

小学４年生以上他 
2,536人(19.5%) 

[65人] 
2,380人(17.0%) 

[62人] 
156人 
[3人] 

計 
13,096人(100%) 

[259人] 
14,029人(100%) 

[266人] 
△933人 
[△7人] 

  注：[   ]内は障害児数であり、内数である。 
 
 
17 新１年生の受入開始の状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

４月１日より受入 １６，０６５（91.4%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
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18 クラブ専用部屋・専用スペースの有無 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

 スペース有り １６，８３６（95.8%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
19 登録児童１人当たりの生活スペースの状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

1.65㎡以上 １２，３４２（70.2%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
20 クラブ内の静養スペースの状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

スペース有り  ９，８２４（55.9%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
21 １クラブあたりの放課後児童指導員数の状況 
                                                                       （か所） 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
１人 １，１１７（ 6.4%） － －
２人 ４，３３０（24.6%） － －
３人 ３，５８８（20.4%） － －
４人 ３，０３３（17.2%） － －

５人以上 ５，５１５（31.4%） － －
計 １７，５８３（100%） － － 

  注：（  ）内は各年の総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・非
常勤を区別しない。 

 
22 放課後児童指導員の資格の状況 

                                                                       （人） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 

保育士・幼稚園教諭 ２３，５６４（34.2%） － －
幼稚園以外の教諭 １３，２５９（19.2%） － －
児童福祉経験有り ９，２７７（13.5%） － －
その他３８条 ２，３９４（ 3.5%） － －

資格なし ２０，３９３（29.6%） － －
計 ６８，８８７（100%） － － 

  注１：（  ）内は各年の総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・
非常勤を区別しない。また、１人の指導員に対し、１つの資格を計上。 

注２：「その他３８条」は「保育士・幼稚園教諭」、「幼稚園以外の教諭」、「児童福祉経
験有り」以外で児童福祉施設最低基準第３８条第２項に該当する者。 

23 保護者支援・連携の実施状況 
                                                                       （か所） 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
子どもの出欠確認等 １７，３９０（98.9%） － － 
保護者との日常的な
連絡・情報交換 １７，００２（96.7%） － － 

  注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
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24 学校等との連携の実施状況 
                                                                       （か所） 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
学校との情報交換 １６，６２２(94.5%) －  

学校施設の利用 １０，５９９(60.3%） － － 

放課後子ども教室と
の連携 ４，０６９（23.1%） － － 

  注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
 
25 関係機関・地域との連携の実施状況 
                                                                       （か所） 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
保育所・幼稚園との
連携 ９，６９６（55.1%） － － 

医療・保健・福祉等
機関との連携 １０，６１２（60.4%） － － 

  注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
 
26 安全対策の実施状況 
                                                                       （か所） 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 
事故・怪我防止と対
応 １４，８２６（84.3%） － － 

衛生管理・感染症対
応 １３，６１９（77.5%） － － 

防災・防犯計画やマ
ニュアルの作成 １１，９０２（67.7%） － － 

定期的な避難訓練の
実施 １０，２２３（58.1%） － － 

来所・帰宅時の安全
確保チェックリスト
の作成 

１０，５６９（60.1%） － － 

地域と連携した来
所・帰宅時の見守り ７，０７４（40.2%） － － 

  注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
 
27 研修受講機会の提供の実施状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

指導員の資質向上の
ための研修 

 １６，７６３（95.3%） － － 

障害児受入のための
研修  １２，５９１（71.6%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
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28 事業内容の定期的な自己点検の実施状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

自己点検の実施有り  １３，９４３（79.3%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
 
29 運営状況等の情報提供の実施状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

保護者への情報提供  １６，７２６（95.1%） － － 

地域への情報提供  １０，７１２（60.9%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
 
30 要望・苦情対応の実施状況 

                                                                    （か所） 
 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

要望・苦情対応窓口
の保護者への周知 

 １３，６８６（77.8%） － － 

苦情解決体制の整備  １２，８７３（73.2%） － － 

注：（  ）内は全クラブ数（１７，５８３）に対する割合である。 
 
 
31 放課後児童クラブガイドラインの市町村における策定状況 
                                                                      （市町村数） 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減 

策定済み １７０（10.6%） － － 

都道府県のガイドラ
インを活用 ３７７（23.4%） － － 

国のガイドラインを
活用 ８０７（50.2%） － － 

対応無し ２５５（15.8%） － － 

計 １，６０９（100%） － － 

  注：（  ）内はクラブ実施市区町村数に対する割合である。 
 
 
32 放課後児童クラブガイドラインに基づく運営内容の点検・確認状況 
                                                                    （市町村数） 

 平成 ２０ 年 平成 １９ 年 増  減

点検・確認有り   １，０２０（63.4%） － － 

注：（  ）内はクラブ実施市区町村数に対する割合である。 
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〔調査概要〕 

 

１ 調査の目的 

   この調査は、全国の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況を把握

し、児童の健全育成の推進のための基礎資料を得ることを目的として、毎年実施してい

る。 

 

２ 調査の対象 

   全国の市区町村（１，８１１市区町村） 

 

３ 調査の期日 

   平成２０年５月１日現在 

 

４ 主な調査事項 

   児童福祉法第６条の２第２項に規定する放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

の実施か所数、登録児童数、実施場所別クラブ数、実施規模別クラブ数、年間開設日数

別クラブ数、利用できなかった児童数等 

 

５ 調査の方法 

   厚生労働省があらかじめ定めた調査票により各市区町村が記入 

 

６ 調査の集計 

   集計は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局において行った。 

 

 

 

（参考）放課後児童健全育成事業 

    共働き家庭など留守家庭のおおむね１０歳未満の児童に対して、児童館や学校の余裕

教室、公民館などで放課後に適切な遊び、生活の場を与えてその健全育成を図る事業 

（平成９年の児童福祉法改正により法定化＜児童福祉法第６条の２第２項＞） 
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